
お知らせ版
広報くにみ

1

～抗体検査・予防接種の流れ～
◆検査を希望される方はほけん課保健係へお申込みください。

◇定期接種の対象者（昭和 37 年 4 月 2 日～昭和 54 年 4 月 1 日までに生まれた男性）
　のうち、　抗体検査の結果が【HI 法：16 倍以下、EIA 法：8.0 未満相当】であった
　方も予防接種の対象となります。

抗体検査票・予防接種予診票を交付します。
　※平成 26 年 4 月以降に抗体検査を受けたことがある方は、母子健康手帳や抗体検　
　　査結果票等を持参してください。

※予防接種の対象とはなりません

抗体検査（指定医療機関へ予約し受診）

予防接種（指定医療機関へ予約し受診）

抗体なし 抗体あり

成人の風しん抗体検査・予防接種費用助成お知
らせ

町では、赤ちゃんの先天性風しん症候群（※）を予防するため、次の対象者に「風しん抗体検査」及び「風
しん予防接種」の費用助成を行います。

　※妊娠中に風しんにかかると、生まれてくる赤ちゃんに白内障や難聴、先天性心疾患などを起こす病気です。

　　　　　 問ほけん課保健係　☎ 585-2783

■実 施 期 間　　　　　 
　・令和 4 年 3 月 31 日まで
■抗体検査・予防接種費用　　 
　・無料
■注 意 事 項　　 
　・妊娠している方、妊娠の可能性がある方は
　　ワクチン接種ができません。
　・接種後 2 か月間は避妊が必要です。

■対 象 者　
町に住民登録があり、次のいずれかに該当する方
　○妊娠を希望する女性
　○妊娠を希望する女性の配偶者
       （妊娠中の女性の配偶者も含む）
　○将来、婚姻を予定している男性
　※次の方は対象外です
　過去に風しん抗体検査を受け、 
　陽性（HI 法：32 倍以上、EIA 法：8.0 以上相当）
　の検査結果記録がある方

　  令和 3 年
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・既に登録されている犬については、別途「はがき」でお知らせします。そのはがきを持参してください。
　また、新たに飼育することとなった場合の登録の受付も行います。

・新規登録の場合は、畜犬登録申請書に必要事項を記入の上、提出していただくことになります。
　受付での混乱を避けるため事前に畜犬登録申請書に記入のうえ持参してください。
　（申請書用紙は町ホームページ及び住民防災課にあります）

・注射を受ける際は犬に首輪を着けるようにし、首輪から抜けないようにしてください。
・飼い犬のフンは持ち帰るようにしてください。
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令和 3年 2月 13 日福島県沖地震
国民健康保険税・介護保険料の減免申請受付

お知
らせ

令和３年２月１３日福島県沖地震により被災し、住宅に半壊以上の損害を受けた世帯の方は、申請により
国民健康保険税及び介護保険料の一部または全部が減免されます。

　該当する方は、ほけん課国保係または福祉課長寿介護係で減免申請をしてください。

■対象となる国民健康保険税及び介護保険料
　令和 2 年度　特別徴収 6 期分、普通徴収 8 期分
■減免または免除の割合

減免区分 減免割合
全壊 全部
半壊・中規模半壊・大規模半壊 2 分の 1
準半壊、一部損壊

（準半壊に至らない） 対象外

■申請に必要なもの
　罹災証明書（写し）、印鑑、還付金の振込口座
■対象となる人
　被保険者または生計中心者の所有する住宅に損害を
    受けた場合（半壊・中規模半壊・大規模半壊・全壊）

問　国民健康保険税　ほけん課国保係　☎ 585-2785
         介護保険料　福祉課長寿介護係　    ☎ 585-2125

狂犬病予防注射は必ず受けてください‼お知
らせ

令和３年度定期狂犬病予防注射を、次のとおり実施します。
狂犬病予防注射は、狂犬病予防法により毎年１回の実施が義務付けられています。

月　日 地　区 場　所 時　間

5 月 13 日（木）

森江野 JA ふくしま未来森江野支店前 ９：００～１０：００
大枝 東部高齢者等活性化センター １０：３０～１１：００

大木戸 大木戸ふれあいセンター １３：３０～１４：１５
貝田 大沼公園 １４：３０～１５：００

5 月 14 日（金）
小坂 太田川公民館前 ９：００～１０：００

石母田 石母田集会所前 １０：３０～１１：００
藤田 観月台文化センター体育館西側 １３：３０～１５：００

5 月 16 日（日） 全地区 観月台文化センター体育館西側 ９：００～１１：００

〇狂犬病予防注射日程

〇料金（一頭あたり）

注射のみの場合

注射料　2,700 円

登録と注射の場合

登録料　3,000 円
注射済票　550 円 注射料　2,700 円

合計　3,250 円
注射済票　550 円

合計　6,250 円

・予防注射を直接獣医師で実施した場合は、注射済証明書を住民防災課へ持参し、注射済票の交付を受けてく
ださい。

・狂犬病予防法により、登録をしない場合、または予防注射を受けさせない場合は、20 万円以下の罰金に処せ
られることがありますので、注意してください。

問住民防災課環境防災係　☎ 585-2116

（つり銭のいらないようお願いします。）


